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ヤ
マ
場
迎
え
た
育
児
介
護
休
業
法
の
見
直
し 

有
期
雇
用
へ
の
対
象
拡
大
、期
間
延
長
が
焦
点
―
―
―
―
― 

均等分科会では有期雇用の均衡処遇が重要な議題になっている 

育児介護休業法の見直し 

　
厚
生
労
働
省
労
働
政
策
審
議
会
雇
用
均
等

分
科
会
（
会
長
＝
若
菜
允
子
・
弁
護
士
）
は
、

子
ど
も
の
看
護
休
暇
の
制
度
化
な
ど
を
盛
り

込
ん
だ
、
育
児
・
介
護
休
業
法
の
改
正
に
向

け
た
報
告
書
（
建
議
）
を
年
内
に
ま
と
め
る
。

育
児
・
介
護
休
業
法
は
昨
年
四
月
、
子
ど
も

の
看
護
休
暇
の
努
力
義
務
化
な
ど
を
盛
り
込

み
、
改
正
・
施
行
さ
れ
た
ば
か
り
。
だ
が
、

少
子
化
が
い
っ
そ
う
進
む
見
通
し
に
な
っ
た

の
を
受
け
、
政
府
は
三
月
、｢

次
世
代
育
成

支
援
に
関
す
る
当
面
の
取
組
方
針｣

で
育
児

休
業
制
度
の
一
六
年
中
の
見
直
し
を
要
請
。

ま
た
、
先
の
通
常
国
会
で
成
立
し
た｢

次
世

代
育
成
支
援
対
策
推
進
法｣｢

少
子
化
社
会
対

策
基
本
法｣｢

改
正
労
働
基
準
法｣

―
―
の
附

帯
決
議
も
そ
れ
ぞ
れ
、
さ
ら
な
る
拡
充
を
求

め
た
。
今
回
の
改
正
は
こ
れ
ら
に
対
応
す
る

も
の
で
、
同
省
は
〇
五
年
四
月
施
行
に
向
け
、

改
正
法
案
の
成
立
を
め
ざ
す
方
針
だ
。 

 
同
分
科
会
が
検
討
し
て
い
る
、
育
児
・
介

護
休
業
法
の
改
正
ポ
イ
ン
ト
は
四
つ
。
①
育

児
・
介
護
休
業
の
（
一
定
の
要
件
に
該
当
す

る
）
期
間
雇
用
者
へ
の
対
象
拡
大

②
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
の
育

児
休
業
の
延
長
③
子
ど
も
の
看
護

休
暇
の
制
度
化
（
義
務
化
）
④
介

護
休
業
の
弾
力
化
（
要
介
護
状
態

ご
と
複
数
回
の
取
得
）
―
―
だ
。 

   

パ
ー
ト
へ
も
対
象
拡
大 

 

一
二
月
四
日
時
点
の
分
科
会
報

告
（
素
案
）
に
よ
る
と
、
現
行
の

育
児
・
介
護
休
業
法
で
は
適
用
外

と
し
て
い
る｢

期
間
雇
用
者｣

に
つ

い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場

合
は｢

対
象
と
す
る
こ
と
が
適
当｣

と
指
摘
。
一
定
の
要
件
と
し
て
事

務
局
は
、
育
児
休
業
の
対
象
に
加

え
る｢

期
間
雇
用
者｣

を｢

同
一
の

事
業
主
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た

期
間
が
一
年
以
上
で
、
か
つ
子
が

一
歳
に
達
す
る
日
を
超
え
て
雇
用

継
続
が
見
込
ま
れ
る
者｣

（
子
が
一
歳
に
達

す
る
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
契

約
が
更
新
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

者
を
除
く
）
と
し
、
介
護
休
業
で
は｢

（
同
）
、

介
護
休
業
開
始
予
定
日
か
ら
三
カ
月
を
経
過

す
る
日
を
超
え
て
雇
用
継
続
が
見
込
ま
れ
る

者｣

（
同
）
と
す
る
案
を
示
し
た
。 

 

こ
れ
に
対
し
、
使
用
者
側
の
委
員
は｢

本

来
、
有
期
契
約
中
に
労
務
が
提
供
で
き
な
く

な
る
休
業
は
馴
染
ま
な
い｣

と
反
発
。
そ
の

う
え
で
、
有
期
労
働
契
約
の
上
限
を
一
年
か

ら
原
則
三
年
に
延
長
す
る
改
正
労
基
法
の
〇

四
年
一
月
か
ら
の
施
行
や
、
有
期
労
働
契
約

の
雇
止
め
ま
で
の
勤
続
が
平
均
四
・
六
年
と

長
期
化
し
つ
つ
あ
る
実
態
な
ど
を
踏
ま
え
、

｢

対
象
拡
大
す
る
に
し
て
も
実
務
上
、
煩
雑

に
な
ら
な
い
要
件
が
必
要
だ｣

と
指
摘
。｢

過

去
の
雇
用
実
績
が
一
年
以
上
か
つ
現
契
約
と

の
長
さ
を
併
せ
て
四
年
以
上
で
、
次
期
契
約

更
新
の
可
能
性
が
明
示
さ
れ
て
い
る｣

と
す

る
対
案
を
提
起
し
た
。 

 
こ
の
対
案
を
基
準
に
す
る
と
、
一
年
以
上

の
契
約
で
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
自
動

更
新
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
四
年
以
上
の
期
間

雇
用
者
は
、
お
お
む
ね
対
象
に
な
る
見
込
み
。

だ
が
一
方
で
、
い
わ
ゆ
る
パ
ー
ト
の
雇
い
止

め
ま
で
の
勤
続
分
布
は
一
〜
三
年
未
満
＝
三

五
・
〇
％
、
三
〜
五
年
未
満
＝
二
六
・
一
％
、

五
〜
一
〇
年
未
満
＝
一
七
・
二
％
―
―
な
ど

と
な
っ
て
い
る
た
め
、
事
務
局
案
に
比
べ
同

案
は
、｢

期
間
雇
用
者｣

の
対
象
を
い
っ
そ
う

絞
り
込
む
も
の
と
も
言
え
る
。｢

四
年
以
上

の
枠
組
み
が
適
当
か
ど
う
か｣

（
樋
口
美
雄
・

慶
應
義
塾
大
学
商
学
部
教
授
）
の
調
整
が
、

今
後
の
焦
点
に
な
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

   

育
休
期
間
を
初

の
見
直
し 

 

現
行
最
長
一
年
と
な
っ
て
い
る
育
児
休
業

の
期
間
に
つ
い
て
、
素
案
は
子
が
一
歳
に
達

す
る
時
点
で
保
育
所
に
入
れ
な
い
、
ま
た
配

偶
者
が
病
気
に
な
り
養
育
者
が
い
な
い
な
ど

の｢

特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合｣

に
、｢

六
カ

月
を
限
度｣

に
休
業
の
延
長
を
認
め
る
よ
う

求
め
て
い
る
。
保
育
所
の
空
き
が
、
年
度
替

わ
り
の
四
月
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を

理
由
に
、
育
児
休
業
期
間
の
延
長
を
要
求
し

て
き
た
労
働
者
側
委
員
の
主
張
に
沿
う
も
の
。

た
だ
当
初
、
労
働
者
側
委
員
は｢

次
の
年
度

末
ま
で｣

の
最
長
二
年
を
要
求
し
て
い
た
が
、

使
用
者
側
は
「
原
則
、
延
長
に
は
反
対
。
そ

も
そ
も
保
育
行
政
が
充
実
し
て
い
れ
ば
い
い

問
題
を
、
育
休
の
延
長
で
解
決
す
る
の
は
筋

違
い
」
と
強
く
反
発
。
同
日
の
分
科
会
で
、

使
用
者
側
委
員
は
事
務
局
案
に
対
し
て
も
、

｢

政
府
の
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
な
ど
保
育
行

政
の
整
備
が
落
ち
着
く
ま
で
の
三
年
、
あ
る

い
は
五
年
程
度
の
時
限
措
置
と
す
べ
き｣

と

主
張
し
た
。 

   

子

の
看
護
休
暇
を
制
度
化 

 

小
学
校
就
学
前
の
子
ど
も
の
負
傷
、
疾
病

に
伴
う
看
護
休
暇
制
度
に
つ
い
て
は
、
〇
一
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育児介護休業法の見直し 

必
要
な
男
性
の
意
識
改
革
―
―
 

　
　
宮
城
ま
り
子
・
立
正
大
学
助
教
授
に
聞
く
 

必
要
な
男
性
の
意
識
改
革
―
―
 

　
　
宮
城
ま
り
子
・
立
正
大
学
助
教
授
に
聞
く
 

年
改
正
で
そ
の
導
入
が
努
力
義
務
に
な
り
、

さ
ら
に
改
正
法
附
帯
決
議
で
、
請
求
権
化
な

ど
に
関
し｢

施
行
後
三
年
を
経
過
し
て
必
要

な
措
置
を
講
ず
る｣

と
の
見
直
し
条
項
が
盛

り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
素
案
で
は
、

年
五
日
以
上
で
法
的
枠
組
み
を
作
る
こ
と
が

適
当
と
し
て
、
制
度
化
（
義
務
化
）
を
要
請
。

た
だ
、
休
暇
時
の
賃
金
に
つ
い
て
は｢

そ
れ

ぞ
れ
の
労
使
間
で
検
討
さ
れ
る
べ
き｣

と
明

示
せ
ず
、｢

無
給
な
ら
考
え
得
る｣
と
し
た
使

用
者
側
に
配
慮
す
る
形
と
な
っ
た
。 

 

な
お
、
先
の
一
定
要
件
を
満
た
す｢
期
間

雇
用
者｣

に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
の
看
護
休

暇
制
度
も
対
象
と
な
る
見
込
み
だ
。 

   

介
休
、
複
数
回
取
得
可
能
に 

 

介
護
休
業
の
取
得
回
数
に
つ
い
て
は
現
行

、

三
カ
月
を
上
限
に
、｢

同
一
の
対
象
家
族
一

人
に
つ
き
一
回｣

に
限
り
認
め
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、
素
案
は｢

同
一
の
対
象
家
族
一

人
に
つ
き
要
介
護
状
態
ご
と
に
一
回
、
通
算

三
カ
月
ま
で｣

を
認
め
る
の
が
適
当
と
、
弾

力
化
を
求
め
た
。 

　
素
案
で
は
こ
の
ほ
か
、
小
学
校
就
学
前
ま

で
の
子
を
も
つ
労
働
者
に
対
し
、
事
業
主
が

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
始
業
・
終
業
時
刻

の
繰
上
げ
下
げ
な
ど
と
併
せ
た
中
か
ら
選
択

し
て
措
置
す
べ
き｢

短
時
間
勤
務
制
度｣

に
つ

い
て
、
そ
の
有
効
・
有
用
性
に
言
及
す
る
と

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
労
働
者
側
委
員
は｢

短

時
間
勤
務
制
度
は
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の

推
進
に
も
有
効｣

と
し
て
原
則
、
全
事
業
主

へ
の
義
務
づ
け
を
要
求
し
て
い
る
。 

   

所
得
保
障

は
別
議
論 

 

現
行
、
復
職
を
条
件
に
雇
用
保
険
か
ら
賃

金
の
約
四
割
を
支
給
し
て
い
る
休
業
中
の
所

得
保
障
で
、
育
児
・
介
護
休
業
が
適
用
さ
れ

る
見
通
し
の
、
一
定
要
件
を
満
た
す
期
間
雇

用
者
や
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
の
延
長
分

の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
同
日
の
分
科
会
で
、

雇
用
保
険
部
会
に
検
討
を
託
す
こ
と
で
一
致

し
た
。
雇
用
保
険
は
有
期
で
も
「
一
年
以
上

雇
用
継
続
す
る
見
込
み
」
が
あ
れ
ば
適
用
対

象
と
な
る
。
保
険
料
徴
収
と
の
整
合
性
を
求

め
る
見
方
も
あ
る
が
、
財
政
は
逼
迫
し
て
お

り
、｢

安
易
な
給
付
は
絶
対
反
対
」
と
す
る

使
用
者
側
の
反
発
も
根
強
い
。 

　
　
　
　
　
　
（
調
査
部
　
渡
邊
木
綿
子
） 

　
厚
生
労
働
省
は
昨
年
九
月
、｢

少
子
化
対

策
プ
ラ
ス
ワ
ン｣

を
発
表
。
当
面
二
〜
三
年

を
メ
ド
に
、
現
状
〇
・
三
三
％
の
男
性
の
育

休
取
得
率
を
一
〇
％
に
引
き
上
げ
る
と
の
目

標
を
掲
げ
た
。
一
日
で
も
取
得
す
れ
ば
カ
ウ

ン
ト
さ
れ
る
た
め
、
数
値
の
達
成
自
体
は
難

し
く
な
い
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
同
省
は
育

児
・
介
護
休
業
法
の
改
正
と
併
せ
、
次
世
代

育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
事
業
主
行

動
計
画
な
ど
で
、
取
り
組
み
を
促
し
た
い
と

し
て
い
る
。
男
性
の
育
休
を
定
着
さ
せ
る
キ

ー
は
何
か
、｢
仕
事
と
生
活
の
調
和
に
関
す

る
検
討
会
議｣

委
員
の
宮
城
ま
り
子
・
立
正

大
学
心
理
学
部
臨
床
心
理
学
科
助
教
授
に
き

い
た
。 
  

宮
城
　
子
ど
も
未
来
財
団
の
「
子
育
て
に

関
す
る
意
識
調
査
」
（
〇
一
年
）
に
よ
れ
ば
、

男
性
本
人
も
し
く
は
夫
が
育
休
を
取
得
し
な

い
理
由
は
、
「
収
入
が
減
少
し
家
計
に
影
響

す
る
か
ら
」
「
職
場
で
理
解
が
得
ら
れ
な
い

か
ら
」
「
仕
事
の
量
や
責
任
が
大
き
い
か
ら
」

｢

昇
進
や
昇
級
に
影
響
す
る
か
ら｣

―
―
な
ど

が
上
位
を
占
め
る
。
こ
れ
に
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
要
因
の
一
つ
は
男
性
の
育
休
に
対
す

る
周
囲
の
目
、
暗
黙
の
批
判
だ
。 

 

日
本
の
職
場
は
、
古
い
既
成
概
念
に
拘
泥

す
る
傾
向
が
強
い
。
サ
ー
ビ
ス
残
業
や
長
時

間
労
働
に
応
じ
、
周
囲
が
使
用
者
や
キ
ャ
リ

ア
へ
の
忠
誠
を
示
す
な
か
、
育
休
を
取
得
し

よ
う
と
す
る
男
性
に
は
、
仕
事
は
二
の
次
と

誤
解
さ
れ
る
不
安
が
つ
き
ま
と
う
。
女
性
の

休
職
の
方
が
家
計
に
与
え
る
ダ
メ
ー
ジ
が
小

さ
い
う
え
、
将
来
の
世
帯
収
入
に
影
響
す
る

昇
進
、
昇
格
の
不
安
材
料
に
も
な
る
と
し
た

ら
、
こ
れ
を
避
け
る
の
が
心
理
だ
ろ
う
。 

 

し
か
し
一
方
で
、
私
が
問
題
視
す
る
の
は

、

こ
う
し
た
雰
囲
気
に
も
助
長
さ
れ
、
男
性
が

そ
も
そ
も
育
児
は
主
に
女
性
の
仕
事
と
考
え

て
い
る
点
。
日
本
の
男
性
に
と
っ
て
、
育
児

は
女
性
の
手
伝
い
を
す
る
程
度
の
位
置
づ
け

で
し
か
な
い
。
周
囲
の
理
解
と
と
も
に
、
男

性
本
人
の
意
識
改
革
が
求
め
ら
れ
る
。 

 

―
―
具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
い
い
か

。 
 

宮
城
　
私
は
、
む
し
ろ
育
休
を
と
る
こ
と

が
、
人
間
的
に
も
成
長
し
、
部
下
育
成
に
も

役
立
つ
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
、
将
来
の
昇

格
要
件
に
入
れ
て
も
い
い
の
で
は
と
す
ら
思

っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
女
性
の
側
に
も
ア
サ
ー
シ
ョ
ン
（
自

己
主
張
）
が
必
要
。
育
児
は
女
性
の
担
当
と

思
い
す
ぎ
、
男
性
に
さ
せ
て
申
し
訳
な
い
な

ど
の
変
な
罪
の
意
識
は
無
用
だ
。
出
産
は
女

性
の
し
ご
と
だ
が
、
育
児
は
男
女
両
性
の
し

ご
と
。
男
性
の
責
任
で
あ
り
、
権
利
で
も
あ

る
と
、
意
識
づ
け
る
こ
と
が
大
切
だ
。 

 

―
―
出
産
・
育
児
の
た
め
に
キ
ャ
リ
ア
を

中
断
し
た
女
性
は
、
労
働
市
場
に
復
帰
し
て

も
非
正
規
雇
用
と
な
る
場
合
が
多
い
。
正
規

ル
ー
ト
に
移
る
の
が
困
難
な
な
か
、
女
性
は

も
っ
と
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
尊
重
を
求
め
て
い

い
と
い
う
こ
と
か
。 

　
宮
城
　
育
休
制
度
な
ど
の
社
会
政
策
は
、

｢

選
択
の
幅｣

を
与
え
て
く
れ
る
。
重
要
な
の

は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
決
め
つ
け
ず
、
二
人

で
も
っ
と
柔
軟
な
考
え
方
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
こ
と
だ
。 

 

米
国
滞
在
中
、
男
性
が
育
児
、
女
性
が
キ

ャ
リ
ア
継
続
の
ケ
ー
ス
に
間
近
に
接
し
た
。

印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
男
性
だ
け
で
な

く
、
女
性
に
も
ま
っ
た
く
引
け
目
が
な
く
堂
々

と
し
て
い
た
こ
と
。
職
場
の
抵
抗
感
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
が
、
カ
ッ
プ
ル
が
お

互
い
の
キ
ャ
リ
ア
を
尊
重
し
、
納
得
ゆ
く
ま

で
話
し
合
う
こ
と
が
選
択
の
強
さ
を
裏
づ
け

て
い
る
。 

  

宮
城
ま
り
子
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
心
理

学
専
攻
修
士
課
程
修
了
。
産
能
短
期
大
学
助

教
授
、
産
能
大
学
経
営
情
報
学
部
助
教
授
な

ど
を
経
て
、
九
七
年
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立

大
学
大
学
院
教
育
学
部
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
教
育

学
科
に
留
学
。
○
二
年
四
月
か
ら
現
職
。
主

著
に
『
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
』
（
駿

河
台
出
版
）
な
ど
。 


